
第４章 事前調査及び本格調査実施上の留意点 
 

４－１ 事前調査結果の総括 

 本件調査のブラジル国側実施機関となるアマゾナス州農牧開発院（以下、IDAMと略）のほか州

及び連邦政府の関係機関との協議と現地踏査によって、今回先方より要請のあった「アマゾナス

州農業部門開発調査」の要請背景と調査の方向性（調査対象地域、調査による受益対象等を含む）

が明らかとなった。その概要は、以下のとおりである。 

 

 ４－１－１ 要請背景 

  アマゾナス州が本件調査を要請した背景は、以下の４点に要約される。 

  (1) 生態・経済ゾーニング事業 

    法定アマゾン地域の森林保全を目的として先進７か国からの拠出金を中心に進められて

いるパイロット・プログラムのサブ・プログラムとして、現在、「生態・経済ゾーニング事

業」がアマゾナス州の東北部と南東部で進行中である。これは、法定アマゾン地域の生態

及び経済のポテンシャルを区分けすることを目的に行われており、州政府は同事業の迅速

な実施とその結果に基づく具体的な社会経済開発と環境保全計画の策定を迫られている。 

 

  (2) マナウス自由貿易区の廃止 

    マナウスの自由貿易区は2013年に期限を迎える。この自由貿易区は雇用機会を提供する

ことにより州内の森林地帯への無秩序な人間の侵入を防ぐ役割を担ってきた。しかし、将

来の貿易区の廃止により、雇用機会の大幅な減少に加え、森林への人口圧の増大による森

林の農地への急速な転換の危惧が高まっている。 

 

  (3) セラード地域における農業開発 

    アマゾナス州南東部のHumaitá、 Apuíの両郡には、自然草地やそれに疎林が混在したセラ

ード地帯を含んでいる。隣接するロンドニア、マットグロッソ両州では大豆を中心とする

大型機械を導入した企業的な農業生産が盛んであるが、近年これらの地域からのモノカル

チャー的な農業開発圧が上記の地域にも波及、定着しつつある。アマゾナス州当局もここ

での穀物生産（米、トウモロコシ、大豆）の栽培の可能性を意識している。 

 

  (4) 自然資源の適正利用による村落開発 

    一方、IDAMは、この地域の住民の雇用の確保と生活の安寧を図るためには、アマゾン地

域の森林をはじめとした多様な生態系を維持しつつ、地域資源の適正利用による小規模（家
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族農業を主体とした）で統合的な経済活動を行うことが重要であると認識している。

　４－１－２　調査の方向性

　　連邦及び州政府関係機関等並びに相手側責任機関となる IDAMとの協議の結果、本件調査は

家族農業とヴァルゼア（河川沿岸）における採取型農業を営む農村住民を対象として、自然

資源の適正利用と農業活動による住民の生活向上のための計画策定を行うこととした。言い

換えれば、アマゾナス州においては、これまでセラード地帯を中心に行われてきた大規模な

営農や森林伐採を伴うような農業については妥当性を有するものではないと判断した。

　調査の方向性については、「資料３．協議議事録（Ｍ／Ｍ）」にまとめてあるが、内容の要

旨は以下のとおりである。

　　(1) 調査目的

　　　　自然資源を適正に利用し、農村地域の雇用機会と所得の向上をはかる。

　　(2) 調査対象地域

　　　　IDAMが、10月末までに、自然特性、州都までの距離あるいは移動の難易度、技術支援

や融資へのアクセス度、郡庁の行政能力等を総合判断して郡レベルの対象候補地域を優先

度づけし、その結果をJICA側に提出する。最終的な対象地域の決定は、事前調査実施時

に行う。

　　(3) 主たる対象受益層

　　　　PRONAF（国家家族農業強化計画）が定める家族農業（家族が主体となり被雇用者が

若干名で行われる農業で、農地面積の規模は50～100ha）と自然資源採取に生計を依存す

る住民（ヴァルゼアに居住する河川沿岸住民）とする。

　　(4) カウンターパート及び関係機関との調整

　　　　調査で中核的となる相手側カウンターパートはIDAMとなるが、州内での活動を円滑に

すすめるには、他の州政府機関（特に、生態・経済ゾーニング事業の責任機関であるIPAAM

との連携は重要）や連邦政府機関との調整が必要となるため、ステアリング・コミッティ

ーを設置する。

　　(5) 調査名

　　　　調査内容に相応しい名称に改名。日本語の仮名は、アマゾナス州農業活動及び自然資源
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の適正利用による地域住民の生計向上計画調査。なお、最終決定は事前調査時に行う。 

 

  (6) 今後の予定 

    IDAMは、10月末までに調査対象候補地を含む調査内容を日本側に提出し、その結果を受

けて日本側はＳ／Ｗ（案）を送付して、事前調査団の派遣を考慮する。 

 

 ４－１－３ 留意事項 

  本件調査の方向性については、上述のとおりであるが、アマゾン地域に対する開発の枠組み

と今後の調査に向けた留意事項を以下に取りまとめた。 

 

  (1) 開発の枠組み 

    アマゾナス州はいわゆるアマゾン地域に位置し、そのほとんどが熱帯雨林帯に属してい

ることから、連邦政府の定める法定アマゾン地域のさまざまな法制度上の網がかけられて

いる。つまり、土地開発行為は所有する土地の20％のみが可能であり、残りの80％は森林

として保全することが義務づけられている。また、先住民族の居住地については保護地域

として一切の開発行為が禁止されている。現在も保護地域の選定や指定は進行中である。 

 これらの自然及び社会条件の下では、周辺の自然環境に対する悪影響の少ない自然資源

の適正な管理と利用に基づいた農業活動（例えば、果樹や林木などを含むアグロフォレス

トリーを導入した多角的な農業経営）のみが、持続可能性の側面から妥当なものといえる。

セラード地域に代表されるような大規模なモノカルチャーは、アマゾンの森林地帯では環

境への悪影響の大きさのみならず、病虫害に対する脆弱性や土壌の劣化を誘発する原因、

あるいは社会的な状況から回避されるべきものである。このような条件下では、小規模で

多くの作物を混在させた農業活動が推奨される。 

 一方、アマゾナス州南東部に広がる自然草地や疎林を交えたセラード地帯には森林と定

義づけられていないため、法定アマゾン地域のような開発制限は行われていない。このた

め、アマゾナス州知事、IDAM局長から口頭ながら同地域での穀物栽培の可能性についての

発言があった。しかしながら、アマゾンの森林地域に対する緩衝地帯や河川の水源地域と

しての環境機能を考慮するならば、当該地域での大規模な穀物栽培は必ずしも自然及び社

会環境の面で妥当性を得たものではない。仮に開発行為が許されるとしても、小規模で多

角的な農業が望ましい。 

 

  (2) 今後に向けての留意事項 

    アマゾナス州政府やIDAMにとっては初めての開発調査のため、協力の枠組みについて十
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分な理解が得られていない。このため、当初の要請自体もその内容が非常に総花的になっ

ていた。今回の予備調査において調査の大枠について確定することができたが、調査の具

体的内容と調査対象となる候補地について、改めてIDAMよりTORを提出してもらうことと

なった。したがって、次回の事前調査はこのTORに基づき協議を行うことになる。また、

Ｓ／Ｗに記載されるUndertakingについては、今回、具体的な討議を行うことができなかっ

たため、事前調査団の派遣までに一般的な開発調査の合意事項に関する理解が得られるよ

うブラジル事務所に調整をお願いしたい。 

 次に、本調査が対象となる農業形態であるが、小規模かつ集約的な農業を計画するにあ

たっては、本来、アマゾン地域の自然や社会の条件に精通しているコンサルタントが対応

することが望ましい。しかし、我が国のコンサルタントがそれらの知見を十分有している

とは考えにくく、このため調査にあたっては、既存のリソースを最大限に活用することが

欠かせない。例えば、東部アマゾン持続可能農業技術開発計画、アマゾン森林研究計画と

いったJICA直轄事業のみならず、日系移住地やその他さまざまな現地にある知見や情報を

集約して活用していくことが肝要である。 

 PPG７との関係においては、本調査が生態・経済ゾーニング事業のプロセスまたは結果

に基づき行われること、また、PPG７のサブ・プログラムの目的に即して行われることか

ら、本調査をそのひとつに位置づけることが可能であることを、同プログラム実施監督機

関である世界銀行の関係者からも支持されている。そのための調整については、在ブラジ

ル日本大使館とJICA事務所にて対応をお願いしている。 

 

４－２ 社会経済 

 本格調査では、以下の点について留意すべきと考える。 

 

 (1) 受益者の詳細分析と事業インパクト予想分析の充実 

   受益者層は、PRONAFが定める家族農業者（入植農民）と（所得・貧困度・その他生活状

況）につき、今回の事前調査では詳細な既存統計がなく、分析が不十分である。PPG７のサ

ブプロジェクトのPGAIの中で、Humaitá及びApuí郡については、詳細な社会経済調査を行っ

ており、そのレポートが1999年９月末に完成しているはずである（今回の現地調査時には完

成前だったので入手できなかった。）こうした最新情報を参考にしながら、また、さらなる

インタビューによる現地調査等を通じ、さらに受益者情報収集し、事業実施による予想され

るインパクト分析を行う必要がある。 
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 (2) 小数民族（＝インディオ）への配慮 

   ブラジル国内のさまざまな制度的制約から外部から直接支援するのは困難と思われるため、

直接ターゲットとなる受益者層には入っていない。しかしながら、ブラジル国内において社

会的弱者であることから、間接的便益があるような形でプロジェクト形成を行っていくこと

が望ましい。インディオ保護区の制定作業も途中段階のところもあるため、事業実施対象地

の制定作業がどの段階まで進行しているのかについて詳細を確認する必要がある。本格調査、

事業実施にあたり、プロジェクト周辺部のインディオの生活形態・環境を十分に理解し、少

なくとも不利益を与えないように常に配慮することは肝要である。 

 

 (3) 他関連プロジェクトとの連携（社会・経済情報収集において） 

   事業対象地域では、PPG７をはじめ、さまざまな関連プロジェクトが現在実施されている。

こうした関連プロジェクトと十分な連携を行いつつプロジェクトを進めるべきなのはいう

までもないが、特に地域住民に関する先行する系統的・総合的情報が少ないので、他プロジ

ェクトのアウトプットや情報はすばやく入手し、そのまま本事業実施に活かすように常に心

がけておくことが重要と思われる。特にPPG７のデモンストレーション・プロジェクトは主

にNGOが中心となって行っているが、周辺環境へ悪影響を与えない持続可能な農業生産・採

取活動プロジェクトが含まれており、本事業内容と重なる部分もあると考えられる。現時点

で詳細情報がないので、内容等を十分におさえておき、必要な連携を図るべきと思われる。 

 

 (4) 郡の行政能力と対象地域の選定 

   IDAMによると、事業実施に際しては州政府の多年度計画（1999～2002年）の予算と国際協

力事業団（JICA）の資金、さらに事業対象郡の資金負担も考えているということである。事

業実施対象地域の選定にあたっては、受益者層との兼ね合いのほか、郡の事業実施能力（行

政能力）についても必要な選定要件となる。 

 

４－３ 農業分野 

 (1) IDAMの受け入れ態勢 

   人物の特定はできているが、組織改編が頻繁に起こることを踏まえ、当面の体制について

明確にし、カウンターパートの位置づけも再確認する（入手できている組織図が複数ある）。 

 

 (2) INCRA（土地問題政策省）及びその下部組織の行う入植事業とIDAMの関係 

   農業開発上、入植計画策定とその実施は大きなウエイトを占めることから、この動きと連

携・調整していくことが重要。今回の調査では、IDAMとしか話ができておらず（それによれ
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ば非常に深い関係にあるとのこと）、入植を担当する官庁・部局と直接話をする必要がある。 

 

 (3) 農業関連インフラ整備 

   今回調査では、農業関連のインフラについてどの程度実施する見込みにあるのかが不明確

となっている。当該地域の安定した流通を考えると水運によるものが適当とは考えられるが、

いずれにせよ、連邦政府、州政府等が整備するインフラの占める割合が大きいことから、今

後の整備計画を確認する必要がある。 

 

 (4) Rural Credit 

   要請書に記載されていた金融制度がPRONAFで あ っ た た め 、これ中心の調査となったが、持

ち帰り資料によればRural Creditとしては、州政府がアマゾニア銀行を使って行っている農業

関係の金融制度の方が多彩で、カバー率が高いと考えられるので小規模農家（家族経営）の

支援の観点から、これについて実態及び今後の計画について確認する必要がある。 
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アマゾナス州政府 

アマゾナス州農牧開発院 
 

1. プロジェクト概要： 

1.1 プロジェクト名称：アマゾナス州農業部門開発調査 
 

1.2 対象地域：アマゾナス州東北及び東南地域 
 

1.3 プロジェクト実施機関： 

・機関名称：アマゾナス州農牧開発院（IDAM） 

・職員数：IDAMの職員数は402人であり、下記のとおり分別されている。 

    ・農業牧師（40人） 

    ・水産技師（６人） 

    ・農業技術員（193人） 

    ・技術員（４人） 

    ・林業技師（２人） 

    ・獣医（15人） 

    ・事務員（142人） 

 IDAMは州知事官房付属の部署であり1996年３月16日付行政令2,384号に基づく、公的法人であ

り、技術的、行政的、財政的に独立した機関である。 

 主な事業はアマゾナス州における農牧部門、農工業、漁業及びアグロフォレストリーに関する

政策、企画、経済社会的プロジェクトの調整、立案、実施、そして評価である。 

 本機関の1998年度の予算は35,769,252レアル（US$31,104,000）である。 
 

1.4 要請背景： 

・農業部門の現状：アマゾナス州の農業部門は州政府より特別な配慮がされ、地方都市の持続的

な経済開発に努め、農村貧困問題を減少させ、離村を防ぐための住民の所得向上雇用創出を目標

としている。穀物生産や野菜、そして果樹栽培等で成果を上げている地方都市も増えてきている。

農産物は農家の生活のもととなり、都会にも流通している。このような状況において農産加工業

は現地農産物に付加価値をつけるものであり、重要である。アマゾナス州における農産加工業は

主に零細企業または農業団体等の家族的経営にて運営されている。 

・農業部門開発政策：アマゾナス州政府は第３期開発プログラム（注）と称する州の地方開発政

策に基づき、衛生、教育、インフラ整備及びレジャー分野の強化を実施している。農業部門では

第３期開発プログラムにより地方都市の農業に関するインフラの強化を目的に次の分野での事業

を進めている：保管技術、運送、冷凍保蔵、そして農業融資、技術普及、振興等農業の強化及び

持続性を図る事業等。 

 （JICA注記）19世紀後半のゴム景気時代を第１期開発、1967年からのマナオス自由港指定による商工業の陸盛

を第２期開発としている。 
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連邦レベルでは家族農業支援プログラムが実施されており、農村家族の所得向上雇用創出を内容

として、小規模農家の要望に対応している。1997年には地方市町村開発プラン（PMDR）６件が

実施され、1998年には当プランにより更に９市が選ばれた。 

 

・解決すべき課題： 

 アマゾナス州における丘地、低湿地及び自然草原のエコシステムの管理及び活用の困難性を考

慮すると、自然資源の保全と持続的利用に係る社会経済開発計画の策定が急務である。アマゾナ

ス州政府は連邦政府及びNGOとの連携によりアマゾナス州東北及び東南地域の経済・環境ゾーニ

ング事業を行っている。 

 IDAMは、同事業の成果に基づき農業部門に係る下記課題の解決に努める計画である。： 

－農作物及び関連するエコシステムの社会・経済フィージビリティ・スタディー； 

－農家の栽培農業と採取農業との適応調査； 

－短期作物栽培及び低湿地営農調査； 

－丘地エコシステムにおける永年作物の経済的ポテンシャル調査； 

－自然草原、セラード及び荒廃地にて穀物栽培の経済的ポテンシャル調査； 

－土壌管理及び回復調査； 

－環境保護地住民の社会及び経済調査； 

－農産物生産支援策及びインフラ整備に係る調査； 

－アマゾナス州の主な農産物の市場調査 

－漁業、水産養殖及び漁業技術の企画及びフィージビリティ・スタディー； 

－森林管理調査 

 

・プロジェクト概略： 

・経済・環境ゾーニングより得た情報でアマゾナス州東北及び東南地域のエコシステムを踏まえ

た社会及び経済開発計画が作成され、下記活動が実施される： 

－所得向上雇用創出を目的とする社会、経済及び環境的に将来性のある事業の策定 

－気象及び市場に適した農産物生産計画、プログラム及びプロジェクトの策定 

－道路、輸送、保管、冷凍保蔵、加工、農工業、在庫管理及び流通問題の問題解決に必要なイン

フラの検討 

 

・短期目標 

－複数の計画案を検討した上で農業部門開発プランの作成 

－同プランに対する主な融資機関の検討と協定締結準備 

 

・長期目標 

－同プラン及び個別プログラムの実施促進。最終目的である対象市町村の都市部住民及び地方部

住民の生活向上と社会経済開発が実現するように受益者とともに、各種活動を実施すること。 
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・プロジェクト優先度 

－プロジェクトはアマゾナス州政府が最も優先位を置いている農業部門の強化、持続的な社会経

済開発、そして資源の保全に向けた行動指針を作るものである。 

 

1.5 プロジェクト開始予定：1999年４月 

    実施期間：1999年４月～2000年３月 

 

1.6 海外支援： 

－アマゾナス州農業部門開発調査に係る経費は国際協力事業団（JICA）、アマゾナス州政府、そ

して関連市町村より負担される。 

－その他資金は連邦政府機関及び国際機関から得ることも検討する。 

－日本政府の支援は農業開発計画策定に係る次の分野の技術に関連し要請するものである。 

    ・生態学 

    ・地理情報処理 

    ・農業企画 

    ・土壌学 

    ・農業気象 

    ・地方経済 

    ・地方社会学 

－上記分野の所要資金は84万ドル 

 

1.7 実施中関連事業 

－第３期開発プログラム：州政府及び市町村が実施中 

－アマゾナス州東北及び東南地域に総合環境管理プロジェクトが実施中であり、社会及び経済開

発計画、環境保全及び環境モニタリング等の活動に必要となる経済・環境ゾーニングの設定が行

われている。 

－国立アマゾン研究所（INPA）によりアマゾン森林研究計画プロジェクト（JACARANDAプロジ

ェクト）が実施中であり、環境の維持、そしてアマゾン森林の持続的開発を可能にする森林管理

技術の確立等を目的としている。 

 

2. 開発調査要請に係る理由 

2.1 開発調査の要請理由 

－アマゾナス州政府は市町村とともに、この４年間、地方内奥部の経済開発を目的に第３期開発

プログラムを実施している。同プログラムはマナウス自由貿易地帯における商業や工業の成果を

地方内奥部の新たな事業の開発へ利用するものである。 

－第３期開発プログラムで実施されている事業活動は適切な計画を欠いており、多くの場合期待

した成果を上げていない。 

－開発調査が実際されることにより、同プログラムの実施が促進される。 
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2.2 日本への技術協力要請の理由 

－去る1997年12月にJICA職員一同がマナウス市を訪れ、当機関を含む州政府各局との協議を行っ

た。その際には我が国に対する技術協力事業について各種のスキームの説明があった。 

－去る1998年３月にJICA職員のFLAVIO FONSECA氏が当機関を訪れ、技術普及部長をはじめ、補

佐官一同と協議を行い、技術協力の要請方法について説明した。それより選定した案件がアマゾ

ナス州農業部門の開発計画であり、JICA技術協力によって策定されることを要請するものである。 

－ブラジル国と日本との技術協力協定により国際協力事業団（JICA）から優秀な人員が派遣され、

ブラジル側のカウンターパート機関が有する経験と合わせることにより対象地域の問題に対応で

きると期待される。 

 

2.3 調査目的： 

 アマゾナス州における多種なエコシステムの経済的ポテンシャルを明らかにすることにより各

地方に適性な開発計画の策定、実施そして評価が可能になること。 

 動物群及び植物群へ害とならず、農民と環境の共生を可能とする持続可能な農村経済を創る合

理的な農牧開発を目標とする。 

 経済及び環境ゾーニングの対象地域であるアマゾナス州の東北及び東南地域に対し、農業部門

開発計画を本調査により策定し、そして実施することである。 

 

2.4 調査対象地域： 

－Apuí、Autazes、Barreirinha、Beruri、Boa Vista do Ramos、Borba、Canutama、Careiro、Careiro da 

Várzea、Humaitá、Iranduba、Itacoatiara、Manaquiri、Manicoré、Maués、Nova Olinda do Norte、Novo 

Aripuanã、Urucurituba、Itapiranga、Manaus、Nbamundá、Novo Airão、Parintins、Presidente Figueiredo、

Rio Preto da Eva、São Gabriel da Cachoeira、Silves及びUrucará市を含むアマゾナス州東北及び東南

地域。 

 

2.5 調査スコープ： 

・低湿地、丘地及び自然草原エコシステムに適合した農業活動のフィージビリティ・スタディー。 

・農村の所得と雇用を創出して離村を防ぎ、環境へのインパクトを最小化する農牧林業の開発と

経営に係るシステムの確立。 

・アマゾナス州農業部門開発全体計画の実施に必要とする水産、水産養殖、漁業技術及びその他

個別活動計画の立案とフィージビリティ・スタディーの実施。 
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2.6 調査より期待される成果： 

－調査終了後、アマゾナス州農業部門開発プランが設立され、多様なプロジェクトにより州政府

の円滑な事業の資料となり、民間企業へ情報が提供できるような体制が期待される。 

 

3. ブラジル国側の体制： 

3.1 カウンターパート人員と負担経費額： 

・IDAMは下記人員が配置されている。 

    農業技師 

    森林技師 

    水産技師 

    獣医 

    経済学者 

    社会福祉士 

    農牧業技術員 

 上記人員は調査活動に必要に応じ、次のとおり配置される： 

    農業技師（１名） 

    森林技師（１名） 

    経済学者（１名） 

    社会学者（１名） 

    水産技師（１名） 

    生態学者（１名） 

 アマゾナス州政府にとって上記人員に係る経費（給与、手当、旅費を含む）は約4,155.55レア

ルであり、調査全期間では299,200.00レアルになる。同金額がプロジェクト実施機関の負担額で

ある。 

 

3.2 情報提供： 

・経済及び環境ゾーニングより採集したデータ、またその他情報は日本側専門家へ提供する。ま

た、IDAMやその他州政府機関が保持している情報なども提供される。 

 

3.3 日本側専門家の安全 

・調査対象となる２地域は両方とも危険が生じない場所である。 

 

4. 地域規模の課題と関連性： 

 本調査は地球規模に関する物理的及び生物的要因との接点があり、環境、農村貧困問題、女性

の参加、インディオ及び乱開発問題等との関連性は明確である。 

 本調査によりエコシステムに適した事業システムが開発され、貧困問題の減少、そして女性の

参加を可能とする資源の利用策が提案されることが期待されている。 
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5. 環境要因： 

 本調査にて策定されるべき事業や活動計画は下記課題に対する、対策案を含むものである： 

    ・農薬の使用 

    ・農畑燃焼 

    ・土壌流失 

    ・水質、土壌及び大気汚染 

    ・川底、湖等の滞積 

    ・熱帯風土病 

    ・毒性動物 

    ・森林資源の無差別採取 

    ・略奪的漁業 

    ・水源地の森林伐採 

    ・単作栽培 

 

6. 構想される環境インパクト： 

 本調査で無計画な開発により生じる環境インパクトを予測し、また、エコシステムへの悪影響

を最小化する予防策と回復策が提言される。 

 

7. 貧困問題に関する調査内容： 

7.1 家族的農業向けの事業計画； 

7.2 農産物の栽培・加工・流通の一貫した生産体制の確立； 

7.3 商品販売支持及び価格維持政策； 

7.4 小規模農家向けの融資制度開発； 

7.5 生産を支えるインフラの整備； 

7.6 農牧業に関する研究； 

7.7 小規模農家向けの公的技術支援 

 

8. 調査方法： 

 本調査は経済及び環境ゾーニングにより収集された情報の利用により実施される。 

 各地方の現実に適合した対策が立てられるように、社会文化状況、生態環境、市場、インフラ

の現状、インフラの計画などが十分考慮に入れる。 

 

9. ブラジル国政府側が行うべき事項： 

 本調査の効率的な推進を図るうえで、ブラジル連邦政府は下記事項の便宜を図る。 

・調査団員の安全確保 

・調査団員の出入国・短期滞在の許可 

・調査に必要な資機材の持込みに対する免税措置 

・調査団員に対する所得税の免除 
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・調査に係る資金送金手続処理の便宜 

・調査に必要な場合の私有地及び制限地区への立ち入り許可 

・必要資料・情報の提供と日本への持ち出しの許可 

・必要に応じ、医療便宜供与を図る。ただし、執行経費は調査団より負担される。 

 

 ブラジル連邦政府は調査団に対するクレーム等業務によって生じた問題について責任を負う。

但し、調査団員の重大な過失による場合は除く。 

 プロジェクト実施機関は日本国調査団のカウンターパート機関であり、その他関連政府機関又

はNGOとの調査を行い、より効率的な活動が行われるように努める。 

 

10. プロジェクト関係者： 

氏名：LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO CRUZ 

役職：技術アシスト及び普及部長 

住所：RUA 4 CASA 5 – CONJ. CELETRAMAZON 

区域：ADRIANOPOLIS-CEP：69.057-000 

TEL/FAX：（092）236-4174 

 

氏名：ALFREDO SILVA PINHEIRO 

役職：企画担当主任 

住所：RUA EDSON MELO, N°93 – COJI. JARDIM PETRÓPOLIS 

区域：PETRÓPOLIS – CEP：69.067-290 

自宅電話：（092）611-3600 

勤務先電話：（092）236-6029 

 

氏名：WASHINGTON LUIS AGUIAR 

役職：生産担当主任 

住所：RUA 4 CASA 5 – CONJ. CELETRAMAZON 

勤務先電話：（092）236-8315 

 

氏名：EDA MARIA OLIVA SOUZA 

役職：プロジェクト企画担当主任 

住所：RUA 4 CASA 5 – CONJ. CELETRAMAZON 

区域：ADRIANOPOLIS – CEP：69.057-000 

勤務先電話：（092）236-6029 

 

11. プロジェクトコーディネーター： 

Dr. LUIZ ANTONIO DE ARAÚJO CRUZ 
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